
法人コード A018871

令和6年11月25日

千葉県知事

熊谷　俊人

法人の名称
公益財団法人猪之鼻奨学会

代表者の氏名 白澤　浩

変更届出書

　公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第１３条第１項に掲げる変更をし

たので、同項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

変更に係る事項
変更の理由 変更年月日

区分 変更後 変更前

カ 評議員7名 評議員6名 任期満了に伴う退任補充 令和6年6月11日

カ 別添役員名簿のとおり 別添役員名簿のとおり 任期満了に伴う退任補充 令和6年6月11日

注　「区分」の欄には、変更の区分を以下の分類に従い、その記号を選択すること。

ア 名称又は代表者の変更

イ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則（以下「規則」という。）

第７条第１号に掲げる都道府県の区域の変更又は事務所の所在場所の変更

ウ 規則第７条第２号に掲げる事務所の所在場所の変更

エ 規則第７条第３号に掲げる公益目的事業又は収益事業等の内容の変更

オ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第13条第１項第３号に掲げる定款の変更

カ 理事（代表者を除く。）、監事、評議員又は会計監査人の氏名若しくは名称の変更

キ 理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準の変更

ク 事業に必要な許認可等の変更



















事業
年度

自 令和6年4月1日 法人コード A018871

至 令和7年3月31日 法人名 公益財団法人猪之鼻奨学会

就任（又は退任）した理事等の名簿

１．評議員（公益財団法人の場合のみ）

（１）新たに就任した者

フリガナ（姓/名） 氏名（姓/名）
常勤
非常勤

生年月日 性別
住所

郵便番号 都道府県 市区町村丁番地等

ナカダ タカアキ 中田 孝明 非常勤 昭和50年1月10日 男 260-0011 千葉県 千葉市中央区亀井町10-35

コウガ カヲリ 甲賀 かをり 非常勤 昭和45年6月21日 女 113-0033 東京都 文京区本郷5-24-7-601

ヤマザキ マミ 山崎 真巳 非常勤 昭和38年7月14日 女 260-0033 千葉県
千葉市中央区春日1-10-6　グランヒ
ルズ千葉・春日505号

（２）退任した者

フリガナ（姓/名） 氏名（姓/名）
常勤
非常勤

生年月日 性別
住所

郵便番号 都道府県 市区町村丁番地等

ノムラ フミオ 野村 文夫 非常勤 昭和25年1月10日 男 264-0033 千葉県 千葉市若葉区都賀の台1-20-11

イシバシ マサミ 石橋 正己 非常勤 昭和32年7月11日 男 265-0077 千葉県 千葉市若葉区御成台1-3-9

２．理事

（１）新たに就任した者

代表理事就任予定者は、その者の「代表理事」の欄に「レ」を記載してください。 

フリガナ（姓/名） 氏名（姓/名）
常勤
非常勤

生年月日 性別
住所 代表

理事郵便番号 都道府県 市区町村丁番地等

アンザイ ナオヒコ 安西 尚彦 非常勤 昭和40年2月1日 男 101-0013 東京都 三鷹市下連雀8-5-5-604

（２）退任した者

代表理事は、その者の「代表理事」の欄に「レ」を記載してください。 

フリガナ（姓/名） 氏名（姓/名）
常勤
非常勤

生年月日 性別
住所 代表

理事郵便番号 都道府県 市区町村丁番地等

タキグチ マサキ 瀧口 正樹 非常勤 昭和30年5月31日 男 274-0824 千葉県 船橋市前原東1-14-17-107

３．監事

（１）新たに就任した者

フリガナ（姓/名） 氏名（姓/名）
常勤
非常勤

生年月日 性別
住所

郵便番号 都道府県 市区町村丁番地等

（２）退任した者

フリガナ（姓/名） 氏名（姓/名）
常勤
非常勤

生年月日 性別
住所

郵便番号 都道府県 市区町村丁番地等

＜個人情報の取扱いについて＞ 

  認定を受けた後、公益認定が取り消された場合には、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第
４９号）第６条に規定する欠格事由の審査に必要な範囲内で、欠格事由に該当する評議員、理事及び監事の氏名及び生年月日の
情報を他の行政庁に提供する場合がありえます。このことにつき、就任予定者の同意を得た上で、記載してください。



事業
年度

自 令和6年4月1日 法人コード A018871

至 令和7年3月31日 法人名 公益財団法人猪之鼻奨学会

理事等の名簿

１．評議員（公益財団法人の場合のみ）

フリガナ（姓/名） 氏名（姓/名）
常勤
非常勤

生年月日 性別
住所

郵便番号 都道府県 市区町村丁番地等

トイダ トシヒコ 戸井田 敏彦 非常勤 昭和29年6月14日 男 266-0033 千葉県 千葉市緑区おゆみ野南1-31-134

シミズ エイジ 清水 栄司 非常勤 昭和40年12月28日 男 260-0033 千葉県 千葉市中央区春日1-1-19

タナベ マサヒロ 田邊 政裕 非常勤 昭和24年1月3日 男 260-0027 千葉県
千葉市中央区新田町2-22メイツ千
葉 THE MID 404

イトウ モトユキ 伊藤 素行 非常勤 昭和44年3月22日 男 124-0023 東京都 葛飾区東新小岩5-12-4-303

ナカダ タカアキ 中田 孝明 非常勤 昭和50年1月10日 男 260-0011 千葉県 千葉市中央区亀井町10-35

コウガ カヲリ 甲賀 かをり 非常勤 昭和45年6月21日 女 113-0033 東京都 文京区本郷5-24-7-601

ヤマザキ マミ 山崎 真巳 非常勤 昭和38年7月14日 女 260-0033 千葉県
千葉市中央区春日1-10-6　グランヒ
ルズ千葉・春日505号

２．理事

代表理事は、その者の「代表理事」の欄に「レ」を記載してください。 

フリガナ（姓/名） 氏名（姓/名）
常勤
非常勤

生年月日 性別
住所 代表

理事郵便番号 都道府県 市区町村丁番地等

シラサワ ヒロシ 白澤 浩 非常勤 昭和32年1月27日 男 284-0326 千葉県 四街道市つくし座1-21-20 レ

ウエノ コウイチ 上野 光一 非常勤 昭和24年2月5日 男 262-0026 千葉県
千葉市花見川区瑞穂2-1-1-5
-602

ヤマグチ ナオト 山口 直人 非常勤 昭和30年3月24日 男 260-0042 千葉県 千葉市中央区椿森1-26-3

イチカワ トモヒコ 市川 智彦 非常勤 昭和34年11月21日 男 260-0002 千葉県 千葉市中央区旭町5-8-302

スワゾノ ヤスシ 諏訪園 靖 非常勤 昭和45年2月6日 男 263-0031 千葉県
千葉市稲毛区稲毛東4-5-1-
944

アンザイ ナオヒコ 安西 尚彦 非常勤 昭和40年2月1日 男 101-0013 東京都 三鷹市下連雀8-5-5-604

３．監事

フリガナ（姓/名） 氏名（姓/名）
常勤
非常勤

生年月日 性別
住所

郵便番号 都道府県 市区町村丁番地等

モリベ クニカズ 森部 久仁一 非常勤 昭和42年11月6日 男 260-0022 千葉県 千葉市中央区神明町251-1-506

タカハシ カズヒサ 高橋 和久 非常勤 昭和25年11月14日 男 275-0028 千葉県 習志野市奏の杜2-3-2-2421

４．備考



事業
年度

自 令和6年4月1日 法人コード A018871

至 令和7年3月31日 法人名 公益財団法人猪之鼻奨学会

役員等名簿

１．評議員（公益財団法人の場合のみ）

フリガナ（姓/名） 氏名（姓/名）
常勤
非常勤 7

トイダ トシヒコ 戸井田 敏彦 非常勤 1

シミズ エイジ 清水 栄司 非常勤 1

タナベ マサヒロ 田邊 政裕 非常勤 1

イトウ モトユキ 伊藤 素行 非常勤 1

ナカダ タカアキ 中田 孝明 非常勤 1

コウガ カヲリ 甲賀 かをり 非常勤 1

ヤマザキ マミ 山崎 真巳 非常勤 1

２．理事

代表理事は、その者の「代表理事」の欄に「レ」を記載してください。 

フリガナ（姓/名） 氏名（姓/名）
常勤
非常勤

代表
理事 6

シラサワ ヒロシ 白澤 浩 非常勤 レ 1

ウエノ コウイチ 上野 光一 非常勤 1

ヤマグチ ナオト 山口 直人 非常勤 1

イチカワ トモヒコ 市川 智彦 非常勤 1

スワゾノ ヤスシ 諏訪園 靖 非常勤 1

アンザイ ナオヒコ 安西 尚彦 非常勤 1

３．監事

フリガナ（姓/名） 氏名（姓/名）
常勤
非常勤 2

モリベ クニカズ 森部 久仁一 非常勤 1

タカハシ カズヒサ 高橋 和久 非常勤 1



事業
年度

自 令和6年4月1日 法人コード A018871

至 令和7年3月31日 法人名 公益財団法人猪之鼻奨学会

令和6年11月25日

確　認　書

千葉県知事

熊谷　俊人 殿

法人の名称
公益財団法人猪之鼻奨学会

代表者の氏名 白澤　浩

　公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第４９号。以下

「認定法」という。）第１３条に規定する変更の届出をするに際し、当法人は、下記１、

下記２及び下記３の事項のうち、変更に係るものについて確認しました。

記

１ 認定法第５条第１０号及び第１１号に規定する公益認定の基準に適合していること。

２ 認定法第６条第１号イからニまでに規定する欠格事由に該当しないこと。

３ 認定法第６条第２号、第３号及び第６号に規定する欠格事由に該当しないこと。



確認書の提出に当たっての注意事項

　確認書に係る公益認定の基準及び欠格事由の関連条文及びその内容は下記のとおりです。
確認書の提出に当たっては、下記の公益認定の基準に適合していること及び欠格事由に該当しないことを必ず確
認してください。

記

１－１ （親族等である理事又は監事の合計数の制限）

認定法第５条第１０号 

  各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族（これらの者に準ずるものとして当該理
事と認定法施行令第４条で定める特別の関係がある者を含む。）である理事の合計数が理事の総数の３分
の１を超えないものであること。監事についても、同様とする。

１－２ （相互に密接な関係にある者である理事又は監事の合計数の制限）

認定法第５条第１１号

  他の同一の団体（公益法人を除く。）の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係
にあるものとして認定法施行令第５条で定める者である理事の合計数が理事の総数の３分の１を超えない
ものであること。監事についても、同様とする。

２－１ （理事、監事及び評議員の欠格事由)

認定法第６条第１号イ、ロ、ハ、ニ

　理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者がいる。

（１）　　公益法人が認定法第２９条第１項又は第２項の規定により公益認定を取り消された場合において
、その取消しの原因となった事実があった日以前１年内に当該公益法人の業務を行う理事であった
者で、その取消しの日から５年を経過しない者

（２） 　次の事由により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった
日から５年を経過しない者

・　認定法の規定に違反したこと

・　一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）の規定に違反したこ
と・　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）の規定（同法第３
２条の２第７項の規定を除く。）に違反したこと

・　刑法（明治４０年法律第４５号）第２０４条、第２０６条、第２０８条、第２０８条の２第１
項、第２２２条又は第２４７条の罪を犯したこと

・　暴力行為等処罰に関する法律（大正１５年法律第６０号）第１条、第２条又は第３条の罪を犯
したこと

・　国税又は地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税又は地方税を免れ、納付せず
、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪
を定めた規定に違反したこと

（３） 　禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日か
ら５年を経過しない者

（４） 　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員（以下単に「
暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者

３－１　（公益認定取消履歴）

認定法第６条第２号

　認定法第２９条第１項又は第２項の規定による公益認定の取消しの日から５年を経過していない。

３－２　（定款又は事業計画書の内容の法令等違反）

認定法第６条第３号

　定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反している。

３－３　（暴力団員等による事業活動の支配）

認定法第６条第６号

　暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者がその事業活動を支配している。

レ ： 確認しました


